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貸付金利率

種　　類 利率（旧） 利率（新）
普通・住宅・特別貸付 年 2.66 ％ 年 1.26 ％
在宅介護対応住宅貸付 年 2.40 ％ 年 1.00 ％
災　害　貸　付 年 2.22 ％ 年 0.93 ％

　貸付事業は、組合員の皆さまの住宅取得資金やお子さまの教育資金、結
婚など臨時に資金を必要とするときに貸付を行う事業です。
　規則の一部改正により、平成30年1月1日から貸付金利率が表のとおり引
き下げられておりますので、是非ご活用ください。
　貸付規則の改正概要は『共済だより』平成30年1月号をご参照ください。

● 貸付・物資（自動車融資金）の未償還金について
　貸付・物資の未償還金は、退職時に清算となります。

● 未償還金の清算方法
　組合員貸付金および自動車融資金を償還中に退職される場合は、原則退職手当から未償還金を控除
し返済することとなります。
　なお、退職手当で全額返済できない未償還金および未償還金を全額自己資金で清算する場合につい
ては、退職後60日以内に振込んでいただくこととなります。

● 「だんしん」保険の取り扱い
　団体信用生命保険に加入している方が退職される場合は、本組合で貸付金の全額償還の入金確認後
に保険脱退となります。なお、この場合、改めて提出していただく書類はありません。
　また、未経過月数分の特約保証料がある場合については、返還することとなりますが、退職後返還
までは３～４カ月程かかりますので、特約保証料の引落とし口座は解約されませんようお願いいたします。

組合員貸付金・自動車融資金を
償還中の退職予定者の皆さまへ

貸付制度をご活用ください !貸付制度をご活用ください !
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